
 

 

【次世代育成支援レター】ＮＯ.１５８ 

令和４年６月 

今回も、前回に引き続き厚生労働省発表の 2021年人口動態統計の内容をさらに読み解き、少子化加速の実態を

ご紹介いたします。 

 

 少子化加速の実態 

「人口動態統計：月報年計（概数）」をより詳しく見て行くと、さまざまな事実がわかって来ます。まずは、合

計特殊出生率です。2021年は１.３０でした。 

 合計特殊出生率とは１５歳から４９歳までの年齢別の出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間に生む

平均子ども数に相当します。現在の人口を維持するためには２.０７以上を保つことが必要とされています。母の

年齢別の出生率を見ると次のとおりです。 

＜合計特殊出生率と母の年齢別出生率の年次推移＞ 

 

 昭和年代は２５～２９歳の出生率が圧倒的に高かったのですが、昭和６０年頃から急激に下がり始めました。

２番目に高かった２０～２４歳はそれより早い昭和５０年頃から急激に下がり始めました。現在、一番高いのは

３０～３４歳の出生率です。この傾向は、第１子出生時の母の平均年齢にも現われています。 

＜第１子出生時の母の平均年齢の年次推移＞ 

 



 

 

 

 

第１子の出産年齢・全体の出産年齢とも３０歳代にシフトしつつあり、結果として一生の間に生む子ども数が

減ることになっています。このことは晩婚化による影響とも言えます。2021年の平均初婚年齢は、夫３１.０歳、 

妻２９.５歳で、特に妻は前年より上昇しています。 

 さらに今後、少子化に大きく影響すると思われるのが、婚姻件数です。 

＜婚姻件数および婚姻率（人口千対）年次推移＞ 

 

2021年の婚姻件数は５０万1116組で、コロナ禍の影響で激減した2020年の５２万5507組より、さらに２万4391

組減少し、婚姻率（人口千対）も４.１と、前年の４.３より低下しています。 

婚姻件数の年次推移をみると、昭和４７年（1972年）の109万9984組をピークに、昭和５０年代以降は増加と減

少を繰り返しながら推移していましたが、平成２０年（2008年）頃から減少傾向が続き、令和元年（2019年）に

は７年ぶりの増加となりましたが、コロナウイルス感染拡大によって令和２年（2020年）からは再び急減してい

ます。現在の婚姻件数は、昭和４０年代後半のピーク時の半分以下になってしまいました。 

日本人は婚外子を生むことが少ないことから、婚姻件数の急減はさらなる少子化加速に直結するものと思われ、 

深刻な事態が迫っていると言えます。 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次 

世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡く 

ださい。                            神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


